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我が国は、世界でもまれに見る速さで本格的な超高齢社会を迎えました。

人口減少・少子高齢化が進展している中、人生100年時代を迎え、シルバー人材セン

ターの果たすべき役割はますます重要となっておりますが、70歳までの就業機会の確

保などの制度改正や適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入、契約方法の見直

し、国庫補助金の削減等シルバー人材センターを取り巻く環境は激変しています。

一方、誰もが、いくつになっても活躍できる社会の実現に向けて、地域の日常に密

着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者のい

きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護保険の削

減などに貢献しているシルバー人材センターの事業や活動など様々な取組は、SDGs

の目標達成に沿うものです。

こうした状況のもと、当連合では、現事業推進計画において設定した目標と達成状

況の評価・検証を行い、新たな事業推進計画を策定しました。

今後、本事業推進計画に基づき、各シルバー人材センターと一体となって高齢者の

就業支援を通じて地域の活性化に努めてまいります。

今後とも、関係各位の格別のご理解、ご支援をお願い申し上げます。

令和5年3月

公益財団法人いきいき埼玉

（埼玉県シルバー人材センター連合）

理 事 長 永 沢 映

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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超高齢社会が到来し、シルバー人材センター（以下「センター」という。）の存在価値はますま

す高まっている。高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の活性化に貢献する

センターの果たすべき役割は極めて重要となる。

少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少する中、高齢者就業への期待が高まる一方で、現 在

センターの運営には、会員数の減少や、安全就業の徹底など多くの課題や懸案が生じている。

転じて世界に目を向けると、世界中の様々な国で環境問題（気候変動）・貧困・紛争・人権問

題・新型コロナ等の感染症等、多くの課題に直面している。このままでは安定してこの世界に

暮らし続けることが困難になっていくのではないか。そう心配される状況になってきた。

SDGsが国連で採択されたのが2015年。SDGsとは「持続可能な開発目標」。簡単に言うと「世

界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった議題を、世界のみんなで2030年までに

解決していこう」という計画・目標のことである。2017年に開催された「ダボス会議」で「SDGsに

取り組むことで12兆ドルを超える経済価値と、3億8,000万人に雇用が創出される」と発表さ

れたことで、経済界も「取り組んでいこう」と広がりはじめた。

埼玉県シルバー人材センター連合（以下「連合本部」という。）でも、こうした視点に立ち

、 SDGsの具体的目標を意識しつつ、今後5年間のセンター事業を展望し、連合本部として取

り組むべき事業と方向性を定めることを目的に本事業計画を策定する。

この計画期間は、令和5（2023）年度から令和9（2027）年度までの5年間とし、必要に応じて

計画の修正を行うものとする。

●❶中期計画策定の趣旨

❷●計画の期間

計画策定の概要第１章
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（1）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正（令和3年4月1日施行）

改正高齢法により、事業主には65歳から70歳までの高年齢者就業確保のため、次の措置の

うちいずれか講ずることが努力義務とされた。

①定年引上げ

②継続雇用制度の導入

③定年廃止

④労使で同意した上での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に

継続的に従事できる制度）の導入

（2）国民年金法等の一部を改正する法律（令和4年4月1日施行）

年金の受給開始時期の選択肢が60歳から75歳の間に拡大。

（3）インボイス制度の導入（令和5年10月1日予定）

令和元年10月1日から、消費税の引き上げと合わせて軽減税率制度が導入されたが、令和5

年10月1日からは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保

存方式（インボイス制度）」が導入される。

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者（適格請求書発行事

業者）が交付するインボイスを介在した取引のみが仕入税額控除の対象となる（免税事業者はイ

ンボイスを交付することができない）。

❷●関係法令等の一部改正

令和4年版高齢社会白書によると、令和3年10月1日現在の高齢化率（65歳以上の高齢者人口）

は28.9%となった。なお、日本の高齢化率は、昭和25年には5％に満たなかったが、昭和45年に

7％を超え「高齢化社会」に、平成6年に14%を超え｢高齢社会｣に、そして、平成19年には21%を超

え「超高齢社会」に入った。

総人口が減少する中、高齢者が増加することで今後も高齢化率は上昇を続け、令和47（2065）

年には、約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になると推計されている。

また、高齢者人口のうち、65～74歳人口（前期高齢者）は、1,754万人で14.0%となり、75歳

以上人口（後期高齢者）は、1,867万人で14.9%となる（割合は総人口あたり）。

今後、埼玉県の高齢化率は、令和3年の27.2%から8.6ポイント上昇し、令和27年には35.8%

になると見込まれる。

なお、この傾向は全ての都道府県で同様であり、茨城県では同期間で30.1％から9.9ポイン

ト上昇し40.0％になると見込まれており、神奈川県では25.7％から9.5ポイント上昇し、

35.2％になると予測されている。

●❶高齢化の状況

令和3年（人口：千人） 令和27年
高齢化伸び率
（ポイント）

総人口 65歳以上人口 高齢化率（%） 高齢化率（%）

茨城県 2,852 860 30.1 40.0 9.9

神奈川県 9,236 2,376 25.7 35.2 9.5

群馬県 1,927 589 30.5 39.4 8.9

埼玉県 7,340 2,000 27.2 35.8 8.6

千葉県 6,275 1,748 27.9 36.4 8.5

東京都 14,010 3,202 22.9 30.7 7.8

栃木県 1,921 569 29.6 37.3 7.7

高齢化の伸び率（関東圏）

令和 4 年版高齢社会白書より

資料：令和3年は総務省｢人口推計｣、

令和27年は国立社会保障･人口問題研究所｢日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）

シルバー事業を取り巻く環境第２章

埼玉県シルバー人材センター連合
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第２ 分野別の基本的施策

１ 就業•所得

（１）エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備

ア 多様な形態による就業機会・勤務形態の確保

退職後に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等に地域の日常生

活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進する。さらに、地方公

共団体が中心となって、シルバー人材センター、事業主団体、労働者団体など地域の

様々な機関と連携して高齢者の就業機会を創る取組を推進する。

❶●高齢社会対策大綱（抜粋）

（平成30年2月16日閣議決定）

❸●新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ2022（抜粋）

（令和4年6月7日閣議決定）

Ⅰ 新しい資本主義に向けた計画的な重点投資

１ ．人への投資と分配

（２）スキルアップを通じた労働移動の円滑化

（就業機会の確保）

・シルバー人材センターの業務運営の効率化による経営基盤の強化や会員の利便性向上

等の観点から、来所が前提となっているシルバー人材センターへの会員登録や会

員と仕事とのマッチング等のサービスがオンラインでも可能となるよう、速やかに

、シルバー人材センターのデジタル化や会員向けサービスのオンライン化の支援

等を進める。

第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項

３ （８）多様な形態による雇用•就業機会の確保

定年退職後等に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高年齢者に対し

ては、地域の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業の

活用を推進する。

❷●厚生労働省告示第350号「高年齢者等職業安定対策基本方針」（抜粋）

（令和２年10月30日）

第３章 令和4年度高齢社会対策

第２節分野別の高齢社会対策

１ 就業•所得

（１）エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備

ア 多様な形態による就業機会・勤務形態の確保

（ア ）多様な働き方を選択できる環境の整備

シルバー人材センター事業について、人手不足の悩みを抱える企業を一層強力

に支えるため、シルバー人材センターによるサービス業等の人手不足分野や現役

世代を支える分野での就業機会の開拓・マッチング等を推進するとともに、特に、

介護分野の人材確保支援及び高年齢者の一層の活躍を促進し高年齢者の生きがい

の充実、社会参加への促進等を図る。

❹●令和4年版高齢社会白書（抜粋）

施策27 高齢者の活躍支援

施策内容

人生100年時代を見据えて、高齢者が多様な活動を通じて充実した日々を過ごすこと、

社会の担い手として地域社会に貢献することなど、誰もが健康で豊かな生活を送ること

ができる生涯現役社会の実現を目指します。

元気な高齢者が希望に応じて働ける場を増やすとともに、長い人生で培った経験や学

び直しにより得た新たな知識などを生かした就業や起業の支援を行うことで、高齢者の

セカンドキャリアを後押しします。

主な取組み

シルバー人材センターへの支援

❺●埼玉県5か年計画～日本一暮らしやすい埼玉へ～（令和4年度～令和8年度）（抜粋）

行政施策におけるシルバー人材センターの位置付け第３章

埼玉県シルバー人材センター連合
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令和3年度の目標達成率において、「会員数」は94.4%に留まり、目標の達成には至っていな

い。平成30年度、令和元年度と連続して増加したが、令和2年度は大きく減少し、令和3年度

も下げ幅は小さいものの減少した。

低調に推移した要因として、企業における65歳までの雇用確保措置の定着があげられる。

埼玉県内の常時雇用する労働者が31人以上の中小企業では、99.5％の企業で定年後の継続雇

用措置が図られている（令和3年埼玉労働局調査）。また、令和2年からのコロナ禍により、入会

説明会の休止、感染リスクの高い就業の見合わせ、各種イベントの中止が相次いだ他、感染へ

の不安から入会を控えたり退会する会員が増えたことにより、全国的に令和2年度、3年度は会

員数が大きく減少した。

一方、埼玉県では女性会員数は順調に推移し、令和3年度においても前年度と比べて177人

（1.2%）増加した。今後、コロナ前の水準を回復するためには、企業による定年延長等の影響

を受けにくい、女性、特に専業主婦層の開拓が急務といえる。

目標達成率において、「就業率」は96.2%であり、「就業延人員」は84.6%、「契約金額」は

89.6%、「事務系」は45.6%であった。いずれもコロナ禍による減少であり、全国的にセンター事

業は大きく影響を受けた。

また、「就業率」と会員の退会理由には何らかの因果関係があると思われ、直近5年の会員の退

会理由では、男女共に1位は、加齢や病気、死亡といった「健康上の理由」が増加し、令和3年度

は男性50.6%、女性43%を占めた。会員の平均年齢は、年々上がり、同じく令和3年度は 74.3

歳（男性74.6歳、女性73.6歳）と、年前に比べ1.9歳上昇している。

センターの就業では、高齢者の安全に配慮し、危険・有害な業務での就業を禁じているが、仕

事の内容によっては高齢の会員には難しいことも多い。退会理由に「希望する仕事がない」を挙げ

た元会員（男性21.4%、女性22%）のなかには、高齢により就業できる仕事がなかったため、

●❶会員数の増強のための目標と取組

❷●就業機会の拡大のための目標と取組

指 標 令和3年度目標 目標達成率令和3年度実績
差 異

会員数（人） 49,500 46,722 △2,778 94.4%

指 標 令和3年度目標 目標達成率令和3年度実績
差 異

就業率（％） 84.5 81.3 △3 .2 96.2%

就業延人員（人日） 5,371,000 4,543,587 △827,413 84.6%

契約金額（千円） 23,363,850 20,942,436 △2,421,414 89.6%

事務系（％） 9.0 4.1 △4 .9 45.6%

入会後、未就業を余儀なくされた人が相当数いたものと推察できる。

「契約金額」については、令和元年度まで、請負契約の漸減傾向を派遣契約の伸長によりカバーするこ

とで契約金額全体が増加していたが、令和2年度はコロナ禍により派遣も減少に転じたことによ

り、契約金額全体が減少となった。しかし、令和3年度、派遣契約は再び増加に転じたことで契

約金額全体の底上げが図られた。

派遣契約の増加には、平成27年度の国庫補助金のサポート事業開始以降、各センターにお

ける派遣事業の新規開拓によるもののほか、適正就業による請負から派遣契約への切り替えが

進んだことも影響している。

会員の安全確保は、シルバー事業推進における最優先課題であるが、会員の平均年齢の上昇

に伴い、加齢による身体の衰え、筋力の低下による転倒事故等のほか、就業途上の交通事故、

慢心・過信による事故が後を絶たない。

令和2年度及び3年度の巡回パトロール、研修・講習会の回数は、コロナ禍により多くが中

止となったが、令和4年度は、新しい生活様式の定着により、適切な感染予防措置を取りなが

ら実施・開催することが増えてきている。

●❸安全・適正就業の徹底のための目標と取組

指 標 令和3年度目標 目標達成率令和3年度実績
差 異

巡回パトロール（件） 2,125 1,575 △550 74.1%

研修・講習会（回） 460 216 △244 47.0%

連合事業推進計画（令和3年度）達成状況第４章

埼玉県シルバー人材センター連合
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❶●会員の増強

法人存立の基礎となる会員の増強は、組織運営の重要な要素である。

本県では、全会員における男女比率が7対3の割合であり、令和3年度の全体に占める女性会

員の比率（31.8％）は全国平均（34.0％）を下回っていることから、今後の事業展開においては

、新規会員の確保、特に、女性会員の入会促進及び会員の退会抑制についての対策強化が必須

である。

❷●就業機会の拡大

就業機会の確保・拡大は、シルバー事業の維持・発展に欠かせない事項である。

就業開拓活動の充実はもとより、事務系等ホワイトカラーの職種の拡大や独自事業の創造、

また、ローテーション就業の徹底やワークシェアリングの確立などにより、会員の希望に応じ

た就業機会を確保する必要がある。

❸●安全•適正就業の徹底

会員の安全就業はすべてにおいて優先される事項である。

しかしながら、会員の加齢による身体の衰えをはじめ、慣れによる慢心や過信による事故が

後を絶たない。このような事故は、安全対策の徹底やルールを遵守していれば防ぐことができ

たケースも多分にある。事故撲滅のためには、様々な安全就業対策を講じるとともに、事故発

生原因の特定や検証を行い、組織が一丸となって事故の防止に取り組まなければならない。

●❹イメージアップ

シルバー事業は、単純作業の仕事が多いといった印象を持たれることがある。このため、「生き

がい就労」の概念の普及・定着化によるセンターのイメージアップが必要である。

センターでは、仕事を通じた社会貢献活動のほか、ボランティアやサークル活動など、様々

な活動を行っている。こうした取組やその魅力を、SNS等を通じて広く発信していく。

また、埼玉県連合で定めた女性会員の愛称「シルボンヌ」を普及し、シルバー事業の価値観を高

める。

❺●運営基盤の強化

国・地方公共団体の財政状況の逼迫により、今後も国庫補助金の削減が続くことが予想され る

。このため、持続可能な運営体制の確立を目的に、経常的経費の抑制や事務の効率化による コス

ト削減を進めるとともに、将来の事業展開や新たな取組のために、具体的な目標を策定し、特定

費用準備資金の活用等による会員の増強に努めるなど、中長期的な視点に立った財政構造 改革を

推進する必要がある。

●❻組織の活性化

事業の拡大や法制度の改正に伴う労務の負担増のなか、職員一人あたりの労務過多、人員不

足や職員の高齢化、年齢層の偏りといった弊害が生じている。

このため、事務局体制がぜい弱なことによる情報未達や事務の停滞が生じないよう、必要と

思われるセンターに対しては個別に会計・事業運営について側面的な支援を行う。

シルバー人材センターの課題第５章

埼玉県シルバー人材センター連合
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❶●会員数•女性会員の割合

連合本部では、シルバー事業の課題及び前計画達成状況を踏まえ、令和5年度から令和9年度

までの事業推進計画における目標と取組を次のとおり策定する。

なお、定量目標（数値目標）の設定にあっては、シルバー事業の核となる項目を厳選し、適切か

つ必要最小限の項目に留めることとする。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

会員数（人） 47,100 47,300 47,500 47,700 48,000

女性会員の割合（%） 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0

※目標達成に向けた施策の遂行にあっては、（公社）全国シルバー人材センター事業協会「第２次100万人計画」の

目標数値にも考慮したものとする。

（２）取組内容

※連合・センターの取組と対応するSDGsのゴール

（１）目標数値

評価指標と目標数値

連合

•ホワイトカラー向け事務系職種の拡大に向け

た企業訪問の実施

•スーパー、ホームセンター等広域展開してい

る企業への就業開拓

•女性会員の活躍を意識した保育、介護等人材

不足分野への就業開拓

•新規会員獲得に向けた啓発•技能講習の実施

（高齢者活躍人材育成事業の実施）

センター

•女性部会、女性役員、女性会員等

による女性向け説明会の開催

•女性、ホワイトカラー層を意識し

た就業の開拓

•介護予防•日常生活支援総合事業

への参入による就業機会の拡大

•会員の年齢層に応じた就業の開拓

●❷就業率•就業延人員•契約金額

※連合・センターの取組と対応するSDGsのゴール

（１）目標数値

（２）取組内容

センター

•会員への就業相談を通じた

ニーズ把握に基づく就業開拓

•保育、介護等人材不足分野に

かかる研修•講習会の実施

•適正就業ガイドラインの周

知•徹底による派遣事業への

切替え

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

就業率（％） 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0

就業延人員（人日） 4,691,160 4,739,460 4,788,000 4,836,780 4,896,000

契約金額（千円） 22,048,452 22,275,462 22,503,600 22,732,866 23,011,200

事務系（％） 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

●❸安全•適正就業

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

巡回パトロール（件） 1,600 1,800 2,000 2,000 2,000

研修・講習会（回） 300 400 500 500 500

（２）取組内容

連合

•安全•適正就業推進会議の開催

（1回/年）

•安全就業推進大会の開催（1回/年）

•安全•適正就業研修の実施

（1回/年）

•安全パトロールによる安全指導

の実施（3回/年）

•フレイル予防研修の開催

（9回/年）

センター

•安全委員会による年間活動計画の作成

•安全委員会による事故等の再発防止策の策定

•作業別安全研修、交通安全•健康講習会の開催

•安全パトロールの実施

•健康診断受診の勧奨

•適正就業ガイドラインに基づく会員向け研修

•危険•有害な作業を受注しない

•受注の際は業務内容、実態を把握した上で、適正

な請負契約、派遣契約とする

※連合・センターの取組と対応するSDGsのゴール

（１）目標数値

連合

• 企 業 （本社）訪問を実施し派遣先企業の新規開拓

と基本契約の締結に繋げる

•経済団体等と連携し、人手不足にある企業へシルバ

ー人材センター事業活用の提案

• 家事援助事業の推進に向けた研修の実施（1回/年）

•派遣業務に係る職員研修の実施（2回/年）

•派遣事務処理の効率化

事業推進計画（令和5年度～9年度〔2023年度～2027年度〕）の目標と取組第６章

埼玉県シルバー人材センター連合
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●❹イメージアップ

（２）取組内容

連合

•県主催•地域イベント等への参画

（1回/年）

•女性への訴求効果の高い広報媒体の活

用（広報紙、HP、SNS、メディア等）

センター

•自治体や地元広報紙等の活用

•会員による加入の働きかけを行う口コミ

運動の実施

•役職員、会員によるボランティア活動等

●❺運営基盤の強化

（２）取組内容

連合

•専門家相談体制の整備（弁護士•社労士）

•巡回相談の実施（20回/年）

• 役職員の資質向上に向けた研修の実施（8回/年）

•インボイス対応に向けた情報提供

•ペーパーレス化の推進

•デジタル化の推進•支援

センター

•インボイス対応のための取組み

推進

•自治体への財政支援の働きかけ

•職員の資質向上に向けた研修の

実施

•デジタル化の推進

❻●組織の活性化

（２）取組内容

連合

•役職員の組織力向上を目的とする研修の実施

（1回/年）

•県内センターの情報収集•共有化と個別支援

センター

•各種委員会、班組織の設置による

理事•会員の事業運営参画の推進

•職員のジョブローテーション

フレイル予防教室（秩父市SC）

60歳から輝こう！

シルボンヌさんスキンケア講座

（三郷市SC）

連合主催の

シニアライフセミナーで

フレイル予防体験談（熊谷市SC）

連合主催の安全大会で

フレイル予防体操

（上尾市SC）

埼玉県シルバー人材センター連合
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〜おわりに 〜
シルバー人材センターのマネジメント

シルバー人材センターに最も必要とされているのは、シルバー人材センター間の連携とマネ

ジメント力のアップである。マネジメントとは継続事業体の組織運営のことであるが、マネジ

メントのあり方は組織目的によってことなる。営利組織の場合はすべて、事業は多様であって

も目的は「収益」にある。一方で、非営利組織は目的自体が多様である。少子高齢化がすすむなかで、

多様な非営利組織、とくに市民参加型組織が十全に機能しなければ社会は衰退する。

シルバー人材センターは、就業をつうじて高齢者の福祉の増進と地域社会の健全な発展をめ

ざす公益事業目的をもつ非営利組織である。大河内一男は、最も初期の頃にだされた「高齢者事

業団事業の構想とその具体化」において次の3つの役割を提示している。1.生活主体であり人権主

体である高齢者が生活している地域を単位に生活の自立的促進のために連帯して共に働き、共に

助け合うという「新しいコミュニティ」を創造すること、2.高齢者自身の生活能力の創出とその家族

や、地域社会に活力を生みだすこと、3.就業と福祉を結びつける組織を通じて能力を発揮し、自

主的に組織運営に参加し、活力ある地域の担い手になること、である。就業を通じた高齢者によ

る地域形成が、シルバー人材センターの担うべき役割なのである。

日本の少子高齢化が問題視されるようになって随分経つが、この数年はとくに労働の世界で

もさまざまな政策がうちだされている。とくに、働き方改革による多様な働き方の推進や高齢

法改正による高齢者の就業機会確保はよく知られている。本計画書の第3章にも書かれているよ

うに、高齢者就業対策においてシルバー人材センターは重要な位置づけがなされている。しか

し、シルバー人材センターには伝統と実績がある、行政においても重視されている、という事

実は、必ずしもシルバー人材センターが今後も安泰であるという保障にはならない。

例えば、総務省に設置された自治体戦略2040構想研究会の第二次報告（平成30年）では、あ

くまでも「大都市部における地域課題の解決」という限定つきではあるが、60歳以上人口が増加

するなかシルバー人材センター会員数は2013年をピークに減少傾向になっていること、収入

が月平均35,811円にとどまること、就業内容が「経験や知識、専門技術などを活かした業務は

少なく、運搬・清掃・包装等の作業やサービス」などが多く、「高齢者の望む働き方を受けとめ切

れていない可能性がある」（10頁）ことが指摘されている。そのうえで、大都市部では地縁に

よる共助の担い手がとぼしいので、暮らしを支える担い手の確保のために、「誇りを抱きなが

ら多様な働き方ができる場」として、「シルバー人材センターなど既存の仕組みにとどまらず、人

々のくらしを支えるために働ける新たな仕組みを設ける必要がある」（34頁）と提言している。

ここに書かれている認識は表面的には正しいが、シルバー人材センターの本質を理解してい

るとはいいがたい。しかも提言は、50年前に大河内一男が、地域コミュニティを活力あるも

のにするのは高齢者が自主的にまた共助的に行う就業であり、それは「高齢者に固有の誇り高

き」仕事である、と言った言葉に通底するものである。ただ、現在のシルバー人材センターが時代

に適応できていない組織であるという現実を鋭く指摘するものであることは真摯に認めなけれ

ばならない。

時代との不適合の根本的な原因のひとつは、シルバー人材センターのマネジメント力の弱さ

にある。新しい財貨や新しい生産方法、新しい販路の開拓、新しい供給源の獲得、新しい組織

の実現という新しい結合の遂行を生みだす企業家精神は非営利組織にも必要である。「新しい

結合」を創出するために環境変化や組織状態を認識し、経営理念を理解して組織変革にチャレンジ

する経営マインドが、マネジメントには不可欠である。

シルバー人材センターのマネジメントのむずかしさは、新しいコミュニティの創造や地域の 活

性化を「就業をつうじて」おこなうところにある。非営利組織ではあっても、就業にかかわる というこ

とは市場にかかわるということである。市場にかかわり公共性を第一義としながら経 済性を確保

し、一定の制約条件の中で組織運営をしなければならない。収支相償原則、民業圧 迫の回避、臨

時的・短期的で軽易な就業、事業の地域的制限や活用できる労働力の制約、さら に福祉的公共サ

ービスであるため就業機会の配分を均等にしなければならない。組織原則も公 的機関や企業のよ

うな上意下達ではなく、公共性の原則、公開・平等の原則、民主的・自主的 運営の原則、自主性

・主体性の原則、団体責任の原則によって民主的・自治的な協同組織とし て成立している。これ

らは、すべてのシルバー人材センターに共通する制約条件である。また、会員の減少と高齢化、

ホワイトカラー出身者会員の増加と就業ミスマッチ、事務局および就業 組織における組織的非効

率、リーダー育成と情報システムの不十分な活用、事業の硬直化と事 業展開のむずかしさなど、

程度の差はあっても、共有できる課題も少なくない。

シルバー人材センターは、地域の課題を就業をつうじて解決していくために、仕事を創りだ

し、仲間を増やし、共助組織として地域を活性化していく運動体である。しかし、大河内はこ

のような運動が孤立した運動であっては成功することがむずかしく、「一つの地方にいくつか

の地区事業団がそれぞれそれなりの発意と構想をもちながらも共通の理念を求め、共通の障害

の克服について語らい協力し合うことが絶対に必要」であるという。そして、高齢者の真の生

きがいを求めようとしている事業団の真の理念を理解することなしには、シルバー人材セン

ターの理念はその第一歩から崩れ去ってしまうと断言する。

組織基盤に関わるような共通の制約と課題のもとで、経営マインドをもって地域の環境とシ

ルバー人材センター組織の資源に「新しい結合」をみいだしていくためには、シルバー人材センター

の連携が不可欠である。シルバー人材センターに必要なのは、問題意識を共有し、職員や会員

同士が交流して情報交換をし、ともに考え学び合い、連携を強化することで、経営マインドを

磨きマネジメント力を向上させることである。

埼玉県シルバー人材センター連合事業推進計画（中・長期）検討委員会委員長

城西大学 経営学部マネジメント総合学科 教授 塚本 成美

埼玉県シルバー人材センター連合
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Ⅱ 事業実績

Ⅰ 埼玉県の高齢化の状況

参 考 資 料

総人口と高齢化の推移

将来人口の見通し（年齢３区分別／後期高齢者人口の推移）

人口ピラミッド

高齢者のみの世帯の推移

地域活動等への参加

主な指標数値における全国・埼玉県実績推移グラフ（過去５か年）

年度統計資料（令和３年度）

連合事業推進計画（中•長期） 検討委員会名簿Ⅲ 埼玉県シルバー人材センター

Ⅰ 埼玉県の高齢化の状況
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資料：総務省統計局「国勢調査」H7 ～ H27 ／国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30（2018）推計）」R2 ～ R27
※国税調査の人口総数には年齢不詳を含むため、年齢別人口の合計とは一致しない。

第8期埼玉県高齢者支援計画（令和3年度〜令和5年度）より

実績値 推計値
0～14歳
15～64歳

65歳以上
高齢化率（県内）
高齢化率（全国）

20.2%

実績値 推計値
65歳以上
15～64歳
0～14歳

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22
（2000） （2005） （2010） （2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040）

694

102

501

89

705

99

489

116

719

95

475

146

727

91

451

179

88

451

195

735

83

445

200

729

79

433

206

718

77

410

216

703

75

380

230

685

資料：H12 ～ H27「国勢調査」（総務省）R2以降は埼玉県推計

埼玉県5か年計画〜日本一暮らしやすい埼玉へ〜（令和4年度〜令和8年度）より
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（万人） 人口総数

総人口と高齢化の推移

将来人口の見通し（年齢３区分別の推移）
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実績値 推計値

（万人）

0

50

100

150

0

5.0

10.0

20.0
（%）

15.0

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22
（2000） （2005） （2010） （2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040）

33

4.8

44

6.3

59

8.2

77

10.6

97

13.2

119

16.4

125

17.5 17.5

123 124

18.1

資料：H12 ～ H27「国勢調査」（総務省）R2以降は埼玉県推計

埼玉県5か年計画〜日本一暮らしやすい埼玉へ〜（令和4年度〜令和8年度）より

人口
構成比（右目盛）
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50
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80

100歳
以上

90

0 2 4 6 （万人）8

女男

02468

82,83歳
日中事変の動員
による出生減

72 ～ 74歳
第１次ベビーブーム

47 ～ 50歳
第２次ベビーブーム

生
産
年
齢
人
口

老
年
人
口

年
少
人
口

人口総数：7,385,819人

55歳
ひのえうま

75,76歳
終戦前後に
おける出生減

Ⅰ 埼玉県の高齢化の状況

将来人口の見通し（後期高齢者人口の推移）

人口ピラミッド

0

200

600

400

800

1000

1200

1400
（千世帯）

R2
（2020）

R7
（2025）

R17
（2035）

R22
（2040）

R12
（2030）

200

384

339

110

92

1,125

191

383

372

117

88
1,152

184

380

403

120

85

1,173

184

387

438

123

84
1,216

192

412

481

125

86
1,296

資料：国立社会保障･人口問題研究所｢日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)｣(2019年推計)をもとに
埼玉県福祉部高齢者福祉課作成

第8期埼玉県高齢者支援計画（令和3年度〜令和5年度）より

世帯主65歳以上世帯（単独世帯）
世帯主65歳以上世帯（夫婦と子から成る世帯）
世帯主65歳以上世帯（その他一般世帯）

世帯主65歳以上世帯（夫婦のみ世帯）
世帯主65歳以上世帯（ひとり親と子から成る世帯）

69%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない

興味がない

参加するきっかけが得られない

新型コロナウイルス感染症により活動ができない

参加したいと思う団体や活動がない

団体・活動についての情報が得られない

その他

特にない

わからない

無回答

14.8%

19.8%

20.9%

22.5%

13.1%

9.1%

9.0%

10.7%

1.6%

5.3%

高齢者のみの世帯の推移

地域活動等への参加

【地域活動に参加しない理由（60歳以上）】

埼玉県 町（丁）字別人口調査（令和4年1月1日現在）より 埼玉県県民生活部広聴広報課 令和3年度県政世論調査より

埼玉県シルバー人材センター連合
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Ⅱ 事業実績

主な指標数値における全国・埼玉県実績推移グラフ（過去５か年）

会員数推移

女性会員の割合推移

400,000

500,000

600,000

700,000

40,000

50,000

60,000

70,000

800,000

（人）

80,000

（人）

全国

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

R2
（2020）

埼玉

R3
（2021）

46,876 47,089 47,117

713,746 713,640 715,558
698,419

46,782

686,651

46,722

30

31

35
（%）

34

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

R3
（2021）

全国

R2
（2020）

埼玉

30.4

33.2

30.6

33.4

33.8 33.8

33

32
31.8

31.3

31.0

34.0

就業率推移（総合）

契約金額推移（派遣実績含む）

81

82

83

85
（%）

84

H29 H30
（2018）

H31
（2019）

R3
（2021）

全国

R2
（2020）

埼玉

81.7
83

84.3

82.1

84.9

80.2

80
80.6

79.9 79.9

79

78

81.3

（2017）
H29は請負・委任
H30以降は総合

290,000

300,000

310,000

320,000

20,000

20,500

21,500

21,000

22,000

330,000
（百万円）

23,000
（百万円）

22,500

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

R3
（2021）

全国

R2
（2020）

埼玉

316,592

21,746

318,511

22,154

321,504

22,449

20,786

303,639
305,473

20,942

埼玉県シルバー人材センター連合
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Ⅱ 年度統計資料（平成28年度）

センター名
会員数（人） 高齢化率（％） 粗入会率（％） 就業実人員（人） 就業率（％） 就業延人員

（人日）

実人員当たり
就業日数 受注件数

（件）

契約金額（円）
派遣含む

母体市区町
村人口（人）

60歳以上
人口（人）

平均年齢（歳）

全会員

男性 女性 男性 女性 男性 女性 総合 請負・委任 派遣 総合 請負・委任 派遣 請負・委任 派遣 男性 女性

全 体 46,722 31,881 14,841 32.2 29.7 34.6 2.0 2.9 1.2 37,968 34,992 4,656 81.3 74.9 69.1 4,543,587 9.7 8.3 138,042 20,942,436,573 7,380,107 2,373,549 74.3 74.6 73.6

さいたま市 4,914 3,314 1,600 28.5 26.4 30.6 1.3 1.9 0.8 3,806 3,659 183 77.5 74.5 57.2 381,694 8.1 10.9 16,104 1,660,814,610 1,334,975 380,704 74.8 75.3 73.7

川越市 2,206 1,568 638 32.3 29.7 35.0 1.9 3.0 1.0 1,789 1,694 130 81.1 76.8 67.4 205,762 9.6 7.2 2,174 869,126,041 352,896 114,160 74.3 74.6 73.5

熊谷市 1,220 872 348 36.5 33.5 39.4 1.7 2.7 0.9 955 914 65 78.3 74.9 52.8 112,041 9.7 7.9 3,991 529,415,178 193,446 70,561 73.7 73.8 73.5

川口市 1,846 1,237 609 27.0 24.6 29.6 1.1 1.6 0.7 1,391 1,363 32 75.4 73.8 97.0 186,563 11.1 13.3 5,336 738,272,269 605,067 163,618 75.0 75.4 74.2

行田市 334 244 90 38.9 36.1 41.7 1.1 1.7 0.5 263 237 40 78.7 71.0 70.2 28,381 9.0 5.9 1,661 124,226,406 79,021 30,740 73.7 73.8 73.3

秩父市 760 504 256 41.6 38.7 44.4 3.1 4.5 1.9 683 636 47 89.9 83.7 100.0 73,603 9.0 8.2 2,943 380,181,277 59,879 24,899 73.4 73.3 73.4

所沢市 2,173 1,488 685 33.0 30.5 35.4 1.9 2.9 1.1 1,609 1,503 106 74.0 69.2 37.6 155,791 8.1 7.1 3,791 703,073,963 343,752 113,442 74.6 74.9 74.1

飯能市 488 373 115 38.9 36.6 41.2 1.6 2.6 0.7 418 378 57 85.7 77.5 82.6 44,899 8.6 8.7 1,990 219,976,463 78,496 30,533 73.9 74.4 72.4

加須市 891 595 296 37.5 35.1 39.9 2.1 3.0 1.3 817 776 61 91.7 87.1 26.3 101,332 10.2 8.2 3,577 500,691,349 111,947 41,972 73.3 73.4 73.0

本庄市 481 332 149 35.4 32.4 38.4 1.8 2.6 1.0 409 273 178 85.0 56.8 77.1 44,837 8.5 7.9 2,249 253,774,505 77,552 27,465 72.5 72.7 72.0

東松山市 703 537 166 36.0 33.5 38.5 2.2 3.5 1.0 646 605 41 91.9 86.1 89.1 81,877 10.5 11.3 1,725 410,483,475 90,391 32,543 73.1 73.4 72.3

春日部市 1,223 871 352 36.7 33.8 39.5 1.4 2.2 0.8 1,031 890 178 84.3 72.8 63.1 143,397 11.4 10.3 5,841 650,402,905 232,400 85,273 74.5 74.8 74.0

狭山市 1,081 768 313 37.7 34.8 40.5 1.9 3.0 1.0 867 829 55 80.2 76.7 44.0 83,662 7.8 9.7 2,307 402,641,664 149,398 56,262 74.7 74.9 74.2

羽生市 306 199 107 37.0 34.2 39.9 1.5 2.1 1.0 285 276 15 93.1 90.2 53.6 37,615 11.0 6.6 2,110 195,746,926 53,985 19,986 74.4 74.7 73.8

鴻巣市 716 514 202 36.8 34.5 39.1 1.7 2.6 0.9 612 540 94 85.5 75.4 74.6 88,314 12.5 6.7 2,347 345,632,944 117,578 43,281 74.7 74.9 74.1

深谷市 1,003 737 266 35.7 33.0 38.3 2.0 3.1 1.0 865 815 59 86.2 81.3 100.0 102,958 9.8 10.2 4,319 543,494,631 142,003 50,677 72.5 72.7 71.9

上尾市 1,358 927 431 32.9 30.4 35.3 1.8 2.7 1.0 1,136 982 356 83.7 72.3 74.6 120,823 7.6 7.5 3,010 581,144,835 230,385 75,717 74.6 75.1 73.6

草加市 2,482 1,574 908 29.6 27.0 32.2 3.3 4.6 2.3 1,668 1,593 218 67.2 64.2 53.4 223,082 10.6 7.7 5,309 1,108,616,609 250,643 74,134 74.0 74.7 72.8

越谷市 1,305 949 356 30.5 28.0 32.9 1.2 2.0 0.6 1,080 1,045 64 82.8 80.1 78.0 129,044 9.8 7.6 5,765 480,094,765 344,674 105,055 74.6 75.0 73.6

蕨市 339 222 117 23.7 25.7 21.7 1.9 2.3 1.4 281 273 8 82.9 80.5 100.0 41,923 12.5 10.7 1,041 131,718,841 75,492 17,913 75.0 75.5 74.2

戸田市 856 517 339 21.3 19.9 22.8 2.8 3.6 2.1 656 572 166 76.6 66.8 89.2 82,880 10.0 7.3 1,817 301,415,566 141,206 30,128 74.7 74.9 74.5

入間市 1,435 1,008 427 36.1 33.6 38.5 2.7 4.2 1.5 1,235 1,183 82 86.1 82.4 100.0 143,540 9.5 8.8 2,282 644,748,978 146,074 52,674 73.9 74.2 73.1

朝霞地区 2,194 1,435 759 25.3 23.2 27.4 2.9 4.0 1.8 1,609 1,593 82 73.3 72.6 91.1 219,896 11.0 9.9 2,362 1,113,715,247 303,499 76,724 73.6 74.0 72.9

新座市 1,919 1,220 699 32.7 28.3 37.1 3.5 5.2 2.3 1,382 1,278 160 72.0 66.6 65.6 172,658 10.0 10.0 2,271 736,652,702 165,864 54,237 75.0 75.6 74.0

桶川市 659 478 181 35.4 32.8 37.9 2.5 3.9 1.3 578 527 80 87.7 80.0 100.0 67,467 9.3 9.2 2,634 300,977,201 74,691 26,427 74.3 74.8 73.1

久喜市 1,075 788 287 37.6 35.3 39.9 1.9 3.0 0.9 855 638 249 79.5 59.3 87.7 100,550 9.1 10.2 2,959 501,680,108 151,203 56,851 73.6 74.0 72.5

北本市 369 233 136 38.7 36.3 41.0 1.4 2.0 1.0 350 337 38 94.9 91.3 100.0 42,183 9.6 7.4 2,315 191,474,144 65,798 25,461 75.1 75.2 74.7

八潮市 537 308 229 27.3 24.9 29.9 2.1 2.6 1.7 529 506 46 98.5 94.2 53.5 71,174 11.3 5.0 1,333 251,176,688 92,042 25,130 75.2 76.0 74.1

入間東部 2,068 1,380 688 30.4 28.0 32.7 2.6 3.8 1.6 1,881 1,624 401 91.0 78.5 68.4 263,289 11.5 8.3 3,300 1,160,196,391 264,710 80,372 74.9 75.4 73.8

三郷市 1,213 750 463 32.2 29.8 34.7 2.6 3.5 1.9 871 695 283 71.8 57.3 84.2 107,151 9.5 8.2 1,748 479,664,391 142,758 45,994 74.2 74.6 73.6

蓮田市 500 373 127 37.4 34.6 40.1 2.2 3.5 1.0 479 407 116 95.8 81.4 100.0 52,281 8.3 8.3 2,862 266,501,726 61,459 22,968 73.6 73.7 73.4

坂戸市 1,134 690 444 35.3 32.6 38.0 3.2 4.3 2.3 968 903 87 85.4 79.6 54.0 122,091 10.5 8.1 2,929 572,886,754 99,719 35,186 75.2 75.5 74.6

幸手市 448 286 162 41.6 38.6 44.6 2.2 3.0 1.5 356 280 124 79.5 62.5 60.8 39,516 7.8 8.9 2,056 187,130,829 49,600 20,639 73.7 74.1 73.0

鶴ヶ島市 755 513 242 34.5 32.3 36.7 3.1 4.6 1.9 623 526 134 82.5 69.7 67.0 76,383 10.1 8.0 1,703 341,149,816 69,927 24,123 73.9 74.5 72.7

日高市 355 284 71 39.0 36.5 41.5 1.7 2.9 0.6 344 329 24 96.9 92.7 64.9 29,072 6.8 8.2 2,510 148,387,165 54,791 21,363 74.9 75.0 74.3

吉川市 463 331 132 28.7 26.7 30.7 2.2 3.4 1.2 420 407 22 90.7 87.9 34.4 57,627 11.4 6.9 1,543 215,854,589 73,043 20,985 76.2 76.1 76.5

白岡市 406 279 127 34.0 31.8 36.1 2.3 3.3 1.3 401 291 144 98.8 71.7 95.4 44,849 8.7 8.5 2,136 237,284,018 52,669 17,908 74.0 74.2 73.8

伊奈町 329 220 109 28.3 25.9 30.7 2.6 3.7 1.6 293 270 65 89.1 82.1 84.4 42,492 11.1 8.5 1,617 156,942,192 45,021 12,734 75.4 75.8 74.6

毛呂山町 258 183 75 41.2 38.5 43.9 1.9 2.9 1.0 219 219 0 84.9 84.9 0.0 28,440 10.8 0.0 999 140,771,217 32,757 13,497 75.3 75.6 74.5

越生町 121 80 41 44.9 42.3 47.6 2.4 3.4 1.5 98 98 0 81.0 81.0 0.0 10,660 9.1 0.0 824 60,896,534 11,193 5,029 74.3 73.8 75.2

滑川町 174 132 42 28.0 26.3 29.8 3.2 5.0 1.5 142 140 10 81.6 80.5 76.9 13,069 7.7 0.8 732 78,528,521 19,658 5,510 73.9 74.7 71.3

嵐山町 229 180 49 40.4 37.7 43.0 3.2 5.4 1.3 216 187 49 94.3 81.7 64.5 25,390 10.0 5.2 955 149,320,697 17,550 7,088 74.4 74.4 74.5

小川町 258 189 69 48.8 45.8 51.8 1.9 2.9 0.9 209 193 28 81.0 74.8 77.8 21,612 8.6 5.3 1,351 118,251,731 28,494 13,903 72.5 72.4 72.8

川島町 196 153 43 43.5 40.8 46.3 2.3 3.8 1.0 181 165 48 92.3 84.2 37.5 22,010 10.0 3.9 831 134,880,503 19,281 8,381 74.9 75.3 73.4

吉見町 245 163 82 43.3 41.4 45.4 3.1 4.3 2.0 215 211 5 87.8 86.1 55.6 27,556 10.6 13.5 885 174,311,854 18,314 7,938 72.4 72.4 72.5

鳩山町 206 143 63 52.0 49.6 54.4 3.0 4.4 1.7 189 189 0 91.7 91.7 0.0 22,435 9.9 0.0 947 122,635,146 13,256 6,898 73.8 73.7 74.1

ときがわ町 172 125 47 48.5 45.9 51.2 3.3 5.0 1.7 149 149 9 86.6 86.6 69.2 18,272 9.7 8.6 960 96,324,233 10,728 5,207 74.0 74.0 74.1

横瀬町 109 80 29 41.3 38.3 44.4 3.3 5.3 1.6 101 95 10 92.7 87.2 90.9 13,072 10.8 5.9 1,007 68,060,457 7,937 3,281 71.7 72.3 70.0

皆野町 152 92 60 45.5 42.4 48.6 3.6 4.7 2.6 118 117 1 77.6 77.0 10.0 11,298 8.0 0.5 554 58,342,914 9,319 4,242 74.3 74.4 74.2

長瀞町 134 82 52 46.7 43.6 49.7 4.3 5.7 3.0 123 117 13 91.8 87.3 100.0 12,975 8.6 5.7 615 66,503,641 6,722 3,139 73.5 74.1 72.4

小鹿野町 222 138 84 48.1 44.9 51.2 4.3 5.7 3.0 186 176 24 83.8 79.3 96.0 22,639 9.8 6.9 965 113,103,108 10,770 5,180 72.0 72.1 71.8

美里町 108 66 42 40.4 37.4 43.5 2.4 3.2 1.8 74 65 14 68.5 60.2 77.8 8,013 8.9 6.4 418 48,402,139 10,966 4,430 72.5 72.2 73.0

神川町 151 121 30 39.7 37.4 42.0 2.9 4.8 1.1 113 109 6 74.8 72.2 100.0 14,173 10.3 10.1 523 88,171,741 13,127 5,211 74.0 73.9 74.6

上里町 245 176 69 34.8 32.3 37.3 2.3 3.6 1.2 192 177 27 78.4 72.2 44.3 25,505 10.9 7.3 739 126,826,952 30,627 10,655 72.4 72.6 72.2

寄居町 350 275 75 40.8 38.1 43.4 2.6 4.5 1.1 300 260 45 85.7 74.3 100.0 32,694 9.1 7.7 1,920 203,949,599 32,462 13,232 72.3 72.0 73.1

宮代町 182 130 52 38.3 35.2 41.3 1.4 2.2 0.8 176 171 21 96.7 94.0 87.5 26,972 12.3 7.1 2,124 122,850,695 33,656 12,882 75.4 75.8 74.5

杉戸町 306 240 66 39.5 36.9 42.1 1.8 2.9 0.7 276 273 11 90.2 89.2 64.7 31,624 9.3 9.4 1,425 160,180,012 44,162 17,436 75.4 75.6 74.8

松伏町 326 190 136 35.8 32.9 38.7 3.2 4.0 2.5 242 226 45 74.2 69.3 67.2 32,296 11.2 3.4 1,262 171,737,762 28,451 10,173 74.8 75.4 73.9

東秩父村 34 25 9 53.3 51.5 55.1 2.4 3.6 1.3 8 8 － 23.5 23.5 － 185 1.9 － 39 1,018,956 2,623 1,398 70.0 70.0 68.0

年度統計資料（令和３年度）
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連合事業推進計画（中•長期） 検討委員会名簿Ⅲ 埼玉県シルバー人材センター

区 分 氏 名 所属・役職 備 考

学識

経験者
塚本 成美 城西大学経営学部 教授 委員長

行政

関係者

小茂田 靖 埼玉労働局 職業安定部職業対策課 高齢者対策担当官

河原塚智恵子 埼玉県 産業労働部人材活躍支援課 主幹

シルバー

関係者

小川 昭行 公益社団法人 幸手市シルバー人材センター 専務理事兼事務局長 東部ブロック

髙山 京子 一般社団法人 入間市シルバー人材センター 常務理事兼事務局長 西部ブロック

岩﨑 一昭 公益社団法人 戸田市シルバー人材センター 専務理事兼事務局長 南部ブロック

澤田 英夫 公益社団法人 熊谷市シルバー人材センター 専務理事兼事務局長 北部ブロック

番場 宏 公益財団法人 いきいき埼玉 業務執行理事兼事務局長 副委員長

就業促進部長 岡野 功

就業促進課長 矢萩 善英

就業企画課長 犬木 宏則

就業促進担当 主査 鈴木 知子

就業促進担当 主任 毛利理恵子

就業促進担当 主事 松本 啓佐

【事務局】

埼玉県シルバー人材センター連合 事業推進計画
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公益財団法人いきいき埼玉（埼玉県シルバー人材センター連合）

〒362-0812 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台6-26
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